
 

 

 

 

 

令和２年度及び令和３年度保険料率について 
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令和２・３年度の保険料率の算定について

１ 後期高齢者医療の保険料のしくみ
(1) 保険料所要額

　 後期高齢者の医療費は、約１割の自己負担を除く医療給付費について、約5割を国・都道府県・
市町村の公費、約４割を現役世代からの支援金、残りの約１割を被保険者の保険料で賄っている。
このため、医療給付費の増減により、保険料所要額が増減し、これを確保するために保険料率を変更
することとなる。

(2) 保険料率の改定
　 保険料率の改定は、診療報酬の改定に合わせて２年ごとに行うこととされているため、今年度中に
令和２・３年度の保険料率を決定する。

２ 令和２・３年度の保険料率の算定について
　 保険料は等しく賦課される均等割額と負担能力に応じた所得割額からなり、医療給付の見込額に相
当する保険料総額を確保するため、被保険者の所得見込み額等により保険料率を算定する。

(1) 医療費の見込み
　　　令和２・３年度における給付費及び保険料総額の算定に必要な医療費等の見込み額や、所得見
   込額は次のとおりである。

令和元年度見込 令和２年度見込 令和３年度見込

 被保険者数(人) 245,410 248,660 249,025

  　対前年度比 1.40% 1.32% 0.15%

253,552 258,300 260,082

  　対前年度比 2.23% 1.87% 0.69%

232,506 237,033 238,811

  　対前年度比 2.35% 1.95% 0.75%

 所得額(百万円) 161,013 162,787 162,080

  　対前年度比 2.38% 1.10% -0.43%

※診療報酬改定（本体・薬価・材料価格の合計）　令和元年度　△0.07%、令和２・３年度　0.1%を反映

 医療費総額(百万円)

 医療給付費総額(百万円) 227,159

平成30年度実績

242,027

248,023

157,265

自己負担
(窓口負担)

公費（国2/3、都道府県1/6、市町村1/6） 約５割

現役世代からの支援金 約４割保険料 約１割

医 療 給 付 費

医 療 費

＜後期高齢者負担率＞

〇世代間の負担の公平を維持するため、人口構成に占める後期高齢者と現役世代の比率

の変化に応じて、それぞれの負担割合を変えていく仕組み。これにより、後期高齢者の保

険料による負担割合（1割）は高まり、現役世代の支援の割合は、約4割を上限として減少

していく。

〇後期高齢者負担率

平成30・31年度１１．１８％→令和2・3年度１１．４１％（+0.23ポイントで前回比2.06％増）
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(2)保険料収納必要額及び保険料率の試算

　    上記（1）の見込み額等を基に算出した保険料収納必要額は、約５１７億円であり、これを確保

　 するために必要な保険料率は、保険料率の試算表のとおりとなる。

保険料率の試算表

所得割率 均等割額 １人当たり賦課額

56,184円 80,996円

52,444円 72,067円10.28%

令和２・３年度 11.00%

　(参考)平成30・31年

度実績見込み

均等割総額

所得割総額

医 療 給 付 費 ・ そ の 他 費 用

公 費 負 担 ・ 支 援 金 等

賦課

総額

均等割額 所得割額

＜支出＞

【賦課総額の按分】

【賦課額の算定】

予定保険料収納率99.54％で
割戻す

２年間の費用の見込み額

２年間の収入の見込み額

約4,800億

約4,283億

単年度分約259.5億

約119.5億

約140億

５４％

４６％

約259.5億×54％＝

約259.5億×46％＝

○所得係数＝0.8401

均等割総額：所得割総額＝１：所得係数≒54：46

保険料収納必要額
約517億

＜収入＞

約519億

56,184円 11.00％

均等割総額÷被保険者数 所得割総額÷総所得金額※

※総所得金額は限度額超過分を除く

約249千人 約1,086億円
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３ 保険料率の抑制対策
　 保険料増加に対する対策としては、前回（平成３０年度・令和元年度）の財政収支剰余金及び財
政安定化基金の活用を行うことができることとされており、その額は次のとおりとなっている。
(1) 剰余金　１２億円（平成３０年度　約８億円、令和元年度　約４億円）
(2) 財政安定化基金　９億５千万円

計　２１億５千万円

４ 保険料率の改定案
　上記３の２１億５千万円の抑制対策を行い、令和２・３年度の保険料率は、所得割率を10.48％
（前回比1.95％増）、均等割額を53,847円（前回比2.68％増）としたい。
　この結果、１人当たり賦課額は77,627円で、現行より5,560円・7.72％の増額となるが、国の保険
料軽減措置の見直しによる賦課額の増額3,293円（５の(2)参照）を除く、保険料率の改定に伴う実
質的な１人当たり賦課額は2,267円・2.33％の増額となる。

所得割率 均等割額
１人当たり賦課額

（軽減前）

１人当たり賦課額

（軽減後）

(7.13%増） (6.77%増） (12.39%増）

(2.68%増） (2.33%増） (7.72%増）

52,444円 97,482円 72,067円

　 増減　(A)－(B) ー 2,267円 5,560円

増減率 ー 2.33％ 7.72％

※(　　　　)内は平成30・31年度実績からの増減率

ー

ー

剰余金なし＋基金なし (7.00%増）

改定（案）

令和２・３年度(Ａ)

剰余金12億＋基金9.5億 (1.95%増）

平成30・31年度実績

見込み(Ｂ)
10.28%

令和２・３年度 11.00% 56,184円 104,078円 80,996円

10.48% 53,847円 99,749円 77,627円
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５ 均等割軽減措置等の影響
　 保険料の算定については、国の制度により各年度毎に、所得金額等に応じた軽減措置が取られており、
その軽減措置の影響額を試算する。

(1) 均等割軽減措置の見直し 

元年度 2年度

8.5割 7.75割※

8割 7割

元被扶養者の

軽減

※令和3年度は7.75割軽減から7割軽減に変わる。

・均等割軽減特例措置の見直し（８.５割及び8割軽減）　
　これまで低所得者に配慮して据え置かれていたが、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支援
　給付金の支給とあわせて令和元年度より段階的に見直されている。
・均等割軽減措置の見直し（5割軽減・２割軽減）
　保険料軽減の対象世帯を拡大するため、均等割軽減基準額の条件が変更される。

５割

（資格取得後２年を経過す

る月までの間に限る）

　33万円以下

5割

2割

軽減割合 対象者の所得要件

（世帯主と世帯の被保険者の前年所得の合計）

（現 　行）330,000円+（280,000円×被保険者数）以下

（改正後）330,000円+（285,000円×被保険者数）以下

（現 　行）330,000円+（510,000円×被保険者数）以下

（改正後）330,000円+（520,000円×被保険者数）以下

うち、被保険全員が年金収入80万円以下

（その他所得がない）低所得者の

軽減

225万円 272万円

拡大

保
険
料
額

収入

賦課限度額

２割軽減

上限額【改正後６４万円】

上限額【現 行６２万円】

所得割額

均等割額

7.75割軽減

268万円223万円168万円153万円80万円

７割軽減 ５割軽減

拡大

●賦課限度額
６２万円から６４万円に引き上げられる

※被保険者夫婦2人世帯で夫は年金収入
のみ、 妻は年金収入80万円以下
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(2) 均等割軽減措置の影響 
　   上記（1）の軽減措置の試算額は次のとおり。

国の保険料軽減見直しの結果、１人当たり賦課額は、3,293円の増額となる。

令和2・3年度(Ｂ）
差引(Ａ)－(Ｂ)

（影響額）

4,928円 5,118円

17,152円 △ 2,100円

42円 275円

22,122円 3,293円

元被扶養者に係る軽減措置 317円

合計 25,415円

１人当たり金額

Ｈ30・31年度(Ａ)

均等割軽減特例措置

均等割軽減措置 15,052円

10,046円
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